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第１条（加盟店） 

１．本規約を承認のうえ、三井住友カード株式会社（以下「当社」という）に本取扱を申

込み、当社が加盟を認めた法人・団体、およびその法人・団体（以下「包括代理人」）

に本取扱を申込み、当社が加盟を認めた加盟希望者（以下「店子」という）をＥｄｙ

加盟店（以下「加盟店」という）とします。なお、本規約に基づき、包括代理人およ

び当社ならびに店子間で成立した契約も便宜上文脈により本規約とします。 

２．包括代理人および店子は、本取扱を行う店舗・施設（以下「取扱店舗」という）を指

定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。 

３．包括代理人および店子は、本規約に従い本取扱いを行う取扱店舗内外の見易いところ

に当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 

４．包括代理人および店子は、本規約上の地位を第三者に譲渡（合併・会社分割等の組織

再編行為によるものであるかを問わない）できないものとします。 

 

第２条（定義） 

本規約において使用する用語の定義は、本規約において別に定義する場合を除き、次のと

おりとします。 

(１)Edy  

楽天 Edy 株式会社又はバリュー発行会社が楽天 Edy 株式会社所定の方式で利用者に

発行する円単位の金額についての電子的情報であって、利用約款に基づき利用者が商

品等の代金の支払に使用することができる前払式支払手段である「楽天 Edy」及び「Edy」 

(２)楽天 Edy サービス 

Edy の発行、Edy の購入情報及び残高情報の管理に加え、利用者が加盟店から商品等

の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の全部又は一部の支払いと

して Edy を使用したときには、使用された Edy に相当する代金額と同額の金額を当社

が加盟店に対して支払う楽天 Edy 株式会社が提供するサービス 

(３)Edy カード 

利用者が、利用約款に従って Edy を記録し使用するために必要な機能を備えた非接触

IC カード等（楽天 Edy 株式会社が認定するものに限ります。） 

(４)利用者 

Edy カードを正当に保有する方であって、楽天 Edy 株式会社又はバリュー発行会社  

の発行する Edy を正当に入手して、楽天 Edy 株式会社及びバリュー発行会社が定める

方法で Edy を利用する方 

(５)商品等 

利用者が加盟店から販売又は提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタル

コンテンツ及び権利等。なお、当社及び楽天 Edy 株式会社と加盟店間で、販売又は提
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供に係る代金について Edy を使用することのできない商品等を個別に追加、変更する

ことができるものとします。 

(６)EdyAP 製造許諾事業者 

楽天 Edy 株式会社より EdyAP の製造を許諾された事業者 

(７)EdyAP 

楽天 Edy 株式会社或いは EdyAP 製造許諾事業者が、楽天 Edy 株式会社より許諾を受

けた上で楽天 Edy 株式会社より提供された楽天 Edy 株式会社所定の技術仕様に基づ

き開発した上で、EdyAP 製造許諾事業者が製造・開発したセキュリティモジュールに

搭載し、Edy の受入情報等の読取及び書込機能を提供するための特定のアプリケーシ

ョンで、楽天 Edy 株式会社所定の技術仕様に合致するプログラム 

(８)Edy 店舗端末 

利用者が商品等の購入及び提供を受けるに際し Edy を使用するために必要となる機器

で、対象店舗等（第５条で定義します。）又はその指定する場所に設置される Edy モジ

ュールもしくは EdyAP が組み込まれた Edy の受入端末機器 

(９)バリュー発行会社 

第三者発行型前払式支払手段の発行について資金決済法に基づき登録を受けた法人で、

楽天 Edy 株式会社の承認を得て利用者に対して Edy を発行する会社 

(10)Edy システム 

次の①から④の手順によって完結する決済システム並びにそれを実現させるために必

要なコンピュータハードウェア及びソフトウェア等 

①バリュー発行会社は楽天 Edy 株式会社に Edy の発行に関する事務を委託し、楽天

Edy 株式会社及び提携会社は、楽天 Edy 株式会社又はバリュー発行会社から利用者

に対する Edy の発行に関する事務を履行する。発行された Edy の対価として利用者

から支払われた代金は、楽天 Edy 株式会社からバリュー発行会社に支払われる。 

②加盟店は、利用者から商品等の購入及び提供に係る代金について Edy を使用するこ

との申込みがあった場合には、本規約の規定に基づき、利用者に Edyを使用させる。 

③当社は、加盟店が利用者から移転を受けた Edy について、加盟店から移転を受けた

場合には、本規約に基づき当該 Edy に相当する金員を加盟店に対して支払う。加盟

店は当社に対して所定の手数料を支払う。 

④バリュー発行会社は、楽天 Edy 株式会社が当社から移転を受けた Edy のうちバリュ

ー発行会社の発行に係る Edy に相当する金員を楽天 Edy 株式会社に支払う。 

(11)Edy モジュール 

Edy の受入情報等の読取及び書込機能を有するモジュールで、以下のすべての要素を

満たすもの 

①楽天 Edy 株式会社又は楽天 Edy 株式会社が開発を許諾した第三者がが開発・保有

し、使用許諾する権利を有する Edy の受入情報等の読取及び書込機能を有するもの

であること。 

②プログラムの著作物を含み、特許権等の工業所有権で保護されているものであるこ    
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と。 

③電子マネーシステムで稼動するための情報、電子マネーシステムの安全性を維持す

るための情報等をも含むものであること。 

(12)決済用アプリケーション等 

楽天 Edy 株式会社又は楽天 Edy 株式会社が開発及び製造を許諾した第三者が開発及

び製造した Edy システムを利用する上で必要となる Edy の受入情報等の読取及び書

込機能を有する決済用アプリケーション 

(13)Edy 決済センタ 

楽天 Edy 株式会社から許諾を受けた法人が製造・開発したシステムサーバに決済用ア

プリケーション等が搭載されたセンタ 

(14)Edy 番号 

Edy カードに記載又は記録される番号で、当該 Edy カードに記録される Edy 及び Edy

による取引を特定するために割り当てられる１６桁の数字 

(15)Edy 領域 

Edy カードの中の非接触型 IC チップ内における、Edy 番号、残高情報等の情報を格納

するための領域 

(16)Edy 領域内特定情報 

Edy 領域内に記録された Edy 番号、残高情報等の情報 

(17)Edy エリア情報 

Edy 領域内特定情報を読み取るための技術情報等 

(18)資金決済法 

資金決済に関する法律（平成二十一年六月二十四日法律第五十九号）（その後の改正を

含みます） 

(19)利用約款 

楽天 Edy 株式会社又はバリュー発行会社と利用者との間の Edy に関する取引を規定

する約款 

 

第３条（店子の範囲） 

１．包括代理人は当社に対し、本取扱を希望する加盟希望者があるときは、加盟希望者を

代理して当社所定の申込を行うものとします。 

２．当社は、包括代理人の申込により加盟を認め、本規約の適用を受ける加盟希望者を店

子とします。 

３．当社は、前項に定める承認後といえども、本規約において店子が遵守すべきものとし

て定められた条項を遵守しなかった場合は、いつでも当該店子について、本規約に基

づく本取扱を拒否することができるものとします。 

４．包括代理人は、店子が本規約に定めるところに従い本取扱いを行うこと、および当社

と取引することについて全て責任を負うものとし、当社に対して一切迷惑をかけない

ものとします。 
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第４条（加盟店契約の代理） 

１．包括代理人は、当社が店子との間に加盟店契約およびこれに付随する契約を締結する

ことならびにこれらに基づく権利の行使、義務の履行につき、店子から包括的委任を

受け店子を代理して当社と契約する。なお、本規約の締結をもって、当社と店子の加

盟店契約は締結されたものとします。代理権の有無・範囲について当社に確認の義務

はなく、包括代理人の責任において処理するものとします。 

２．包括代理人は、当社と店子との加盟店契約によって生ずる店子の当社に対する一切の

債務につき、連帯して保証します。 

３．包括代理人は、店子の代理権を有しないことによって、当社に生じた一切の損害を賠

償しなければならないものとします。 

４．包括代理人は、本人兼店子の代理人として本規約を締結するものとします。 

５．包括代理人は、店子をして本規約上の義務を遵守させなければならないものとします。 

 

第５条（確認事項） 

１．包括代理人および店子は、Ｅｄｙシステムの健全な運営を図り、ＥｄｙおよびＥｄｙ

カードが円滑に利用されるよう相互に協力するものとし、楽天Ｅｄｙ株式会社に対す

る信用を損なわないように留意するものとします。 

２． 包括代理人および店子は、Ｅｄｙシステムの運用にあたり関連法令および関係省庁等

による告知・ 通達・ガイドライン等並びに本規約を遵守するものとし、本規約に基づ

く業務上の秘密を守り、又、楽天Ｅｄｙ株式会社および当社の信用・名誉を毀損する

ことのないよう努めるものとします。 

３．包括代理人および店子は、利用者が発行会社の定める楽天Ｅｄｙサービス利用約款に

基づきＥｄｙを利用していることを認識のうえ、本規約に従ってＥｄｙカードおよび

Ｅｄｙを取扱うものとします。 

４． 包括代理人および店子は、Ｅｄｙ端末、Ｅｄｙモジュールおよびそこに蓄積されるＥ

ｄｙの破壊、分解又は解析等を行なってはならず、又、如何なる理由があってもＥｄ

ｙ端末、Ｅｄｙモジュールおよびそこに蓄積されるＥｄｙの複製、改変又は解析を行

い、あるいは、かかる行為に加担、協力してはならないものとします。 

５. 包括代理人および店子は、Ｅｄｙモジュールは、楽天Ｅｄｙ株式会社が開発・保有し、

使用許諾する権利を有するものであり、また、Ｅｄｙモジュールに関する特許権、実

用新案件、半導体回路配置利用権、意匠権、商標権、著作権、およびノウハウは、全

て楽天Ｅｄｙ株式会社に帰属することを確認します。 

６. 包括代理人および店子は、包括代理人および店子による行為について、楽天Ｅｄｙ株

式会社がいかなる責任も負わないことを確認します。 

 

第６条（対象商品） 

１. 包括代理人および店子がＥｄｙシステムを利用して販売又は提供することのできる物
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品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツおよび権利等は、包括代理人およ

び当社が取扱うすべてのものとします。ただし、包括代理人と当社は合意のうえ、Ｅ

ｄｙシステムを利用して、販売は又は提供することはできないものを個別に指定する

ことができるものとします。 

２. 包括代理人および当社がＥｄｙシステムを利用して販売又は提供した商品等に関する

利用者との間での商品等の瑕疵、数量不足その他の紛争、又は商品等に関するその他

のクレーム又はアフターサービスについては、包括代理人および店子が自己の責任と

費用をもって速やかに対処し、当社および楽天Ｅｄｙ株式会社、発行会社に損害を及

ぼさないものとします。 

３．包括代理人および店子は、公序良俗に反するもの、有価証券及び金券等のほか、寄付

や募金など商品やサービスの提供を伴わないもの、換金性が高いものなど、ブランド

のイメージを損なう可能性があり不適格と当社が判断した場合、包括代理人および店

子に対する何らの責任を負うことなく、当該 Edy 取引の承認を撤回することができる

ものとします。 

 

第 7 条（取扱店舗等） 

１．包括代理人および店子は、Edy を取扱うこととする店舗（以下「対象店舗」といいま

す）又は自動販売機等（以下、対象店舗と併せて「対象店舗等」といいます）の所在

地（自動販売機等の場合は設置場所等当社が指定する事項、以下、併せて「店舗等設

置場所等」といいます）をあらかじめ当社所定の方法により当社に届け出て、当社の

承認を得るものとします。 

２．包括代理人および店子は、当社から貸与された楽天 Edy 株式会社が別途定める包括代

理人および店子標識等を本規約に従い対象店舗等の見やすいところに掲示又は表示す

るものとし、Edy システムの包括代理人および店子である旨表示するものとし、当社

の指示する以外の方法によって包括代理人および店子標識等を掲示又は表示してはな

らないものとします。 

３．包括代理人および店子は、本条第１項の届出事項に変更があった場合には、速やかに

当社所定の方式で届け出、当社の承認を得るものとします。 

 

第 8 条（Edy モジュール及び決済用アプリケーション等の使用許諾） 

１．当社は、包括代理人および店子にＥｄｙモジュールの使用を許諾するものとします。 

２．包括代理人および店子は、当社より使用の許諾を受けたＥｄｙモジュールを、Ｅｄｙ

端末に組み込まれた状態で、Ｅｄｙによる決済に用いる目的にのみ利用することがで

きるものとします。 

３．包括代理人および店子は、次の事由が発生したときは、Ｅｄｙモジュールの使用を直

ちに止め、当社および楽天Ｅｄｙ株式会社の指示に従うものとします。 

(１)本規約が終了したとき 

(２)包括代理人および店子がＥｄｙ端末の使用を止めたとき 
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４．包括代理人および店子は、決済用アプリケーション等及び Edy 店舗端末につき、修理、

修復等する必要が生じたときは、当社及び楽天 Edy 株式会社の指示に従うものとしま

す。また、決済用アプリケーション等及び Edy 店舗端末等の修理、修復等について、

包括代理人および店子は、当社及び楽天 Edy 株式会社の指定する第三者以外の者に修

理、修復等させてはならないものとします。 

５．包括代理人および店子は、楽天 Edy 株式会社が Edy システムを運用するに当たり、

Edy 店舗端末をバージョンアップするなどの運用上の必要性が生じた場合には、楽天

Edy 株式会社が必要と認めるデータ更新等を楽天 Edy 株式会社が行うことにあらかじ

め同意するものとします。 

 

第 9 条（Ｅｄｙによる販売） 

１．包括代理人および店子は、利用者がＥｄｙにより商品等の購入、又は商品等の提供を

申し込んだときは、第１１条（Ｅｄｙの偽造・変造）および第１２条（Ｅｄｙ使用の

中止等）に記載する場合を除き、Ｅｄｙ端末を使用し、本条に定める手順に従い利用

者に対し商品等を販売又は提供するものとします。 

２．店舗での販売の場合、包括代理人および店子はＥｄｙ端末又はこれに接続されたＰＯ

Ｓ端末に、利用者が購入し又は提供を受けた商品等の代金額を入力し、表示された商

品等の代金額を利用者に確認させ、また、利用者にＥｄｙカードをＥｄｙ端末の定め

られた部分に触れるよう案内するものとします。（Ｅｄｙ端末又はＰＯＳ端末の種類に

より楽天Ｅｄｙ株式会社所定の操作を必要とする場合があります。） 

３． 前項の操作により、利用者がＥｄｙカードをＥｄｙ端末の定められた部分に触れさせ、

Ｅｄｙ端末又 はＰＯＳ端末に支払いが完了した旨の表示がされたときに、利用者のＥ

ｄｙカードから加盟店のＥｄｙ端末に対するＥｄｙの移転が完了し、これにより包括

代理人および店子の利用者に対する商品等の販売代金のうち当該Ｅｄｙの利用額に係

る代金債権は消滅するものとします。なお、Ｅｄｙ端末にＥｄｙが不足している旨の

表示がされた場合は、包括代理人および店子は当該利用者との間で当該不足額につい

て現金等で精算できるものとします。 

４．包括代理人および店子は、Ｅｄｙによる販売を行なった場合、利用者に対し、直ちに

商品等を引き渡し、又は提供するものとします。ただし、Ｅｄｙ取引を行なった当日

に商品等を引渡し又は提供することができない場合は、利用者に書面をもって引渡し

時期などを通知するものとします。 

５．包括代理人および店子は、有効なＥｄｙカードを提示した利用者に対して、その利用

を拒絶したり、また、利用者に対し現金客と異なる代金を請求するなど、利用者にと

って不利となる取扱をしてはならないものとします。 

６．包括代理人および店子は、包括代理人および店子が当該利用者に対して販売又は提供

した商品等の代金として包括代理人および店子が受領すべき金額相当額の Edy を、利

用者の Edy カードから包括代理人および店子の Edy 店舗端末もしくは Edy 決済セン

タに正確に移転させることとします。包括代理人および店子は、Edy の移転完了後、
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直ちに包括代理人および店子が受領すべき金額と、Edy 店舗端末もしくは Edy 決済セ

ンタに移転した Edy の金額が一致していることを確認しなければなりません。 

 

 

第１０条（Ｅｄｙ販売後又は提供後の取扱） 

１．前条第 3 項の Edy 移転後、包括代理人および店子と利用者との間に生じた商品等の瑕

疵、欠陥その他取引上の一切の問題については、包括代理人および店子と利用者との

間で当該問題を解決することとします。なお、包括代理人および店子と利用者の間で

生じた当該問題について、当社及び楽天 Edy 株式会社は一切の責任を負わないものと

します。 

２．前項において包括代理人および店子と利用者との間で精算の必要が生じた場合、包括

代理人および店子と利用者との間で現金によって精算を行うものとし、Edy による精

算は行わないものとします。但し、当社及び楽天 Edy 株式会社がやむを得ないと認め

た場合においては、当社及び楽天 Edy 株式会社は、包括代理人および店子からの依頼

に基づいて楽天 Edy 株式会社所定の方法により Edy による精算を行うことができる

ものとします。 

 

第１１条（Ｅｄｙの偽造・変造） 

１．包括代理人および店子は、以下の場合は、できる限り当該Ｅｄｙカードを保管のうえ、

その旨直ちに当社へ通知し、当社の指示に従うものとします。この場合、包括代理人

および店子は、第9条（Ｅｄｙによる販売）に定めるＥｄｙによる商品等の販売はでき

ないものとします。 

(１)利用者が使用するＥｄｙが偽造、変造または不正に入手されたものであることが判明 

した場合、又は、その疑いがあると客観的に判断される事由のある場合 

(２)利用者が提示したＥｄｙカードが偽造、変造または不正に入手されたものであること 

が判明した場合、又は、その疑いがあると客観的に判断される事由のある場合 

(３)その他当社が包括代理人および店子に事前に通知する所定の事由がある場合 

２．前項の規定に拘らず、包括代理人および店子が本規約に定める義務その他当社所定の

手続きを遵守したうえで前項のＥｄｙを利用者から受領した場合には、包括代理人お

よび店子に故意又は過失がない場合に限り、当社は当該Ｅｄｙの金額に相当する額よ

り所定の手数料を控除した額を包括代理人に補償します。 

 

第１２条（Ｅｄｙ使用の中止等） 

１．包括代理人および店子は、次のいずれかが生じた場合、楽天Ｅｄｙ株式会社が包括代

理人および店子に予告することなくＥｄｙシステムを中止又は停止する場合があるこ

とを予め異議なく承諾するものとします。この場合、包括代理人および店子は、第９

条（Ｅｄｙによる販売）に定めるＥｄｙによる商品等の販売はできないものとします。 

(１)Edy カード若しくはこれに記録された Edy（利用者の保有か否かを問わないものとし
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ます）が偽造、変造若しくは不正作出されたとき、又はその疑いのあるとき 

(２)Edy（利用者の保有か否かを問わないものとします）が不正使用されたとき又はその疑

いのあるとき 

(３)Edy カード若しくはパーソナルリーダ・ライタの破損又は電磁的影響その他の事由に

より Edy が破壊及び消失したとき又は楽天 Edy サービスに関するシステムの障害そ

の他の事由により Edy 店舗端末が使用不能となったとき 

(４)楽天 Edy サービスに関するシステムの保守管理その他の事由により楽天 Edy サービス

に関するシステムの全部又は一部を休止するとき 

(５)利用者による Edy カード又はパーソナルリーダ・ライタの利用が利用約款に違反し、

又は、違反するおそれのあるとき 

(６)その他やむを得ない事由が生じた場合 

２．前項の楽天 Edy サービスの全部または一部の利用中止等により、包括代理人および店

子に不利益又は損害（逸失利益、機会損失を含みます。）が生じた場合でも、当社及び

楽天 Edy 株式会社は一切責を負わないものとします。 

３．包括代理人および店子は、前２項に定める場合のほか、当社及び楽天 Edy 株式会社が

利用約款に基づき、特定の利用者若しくは全ての利用者に対する楽天 Edy サービスの

全部若しくは一部の利用を中止し、特定の利用者の楽天 Edy サービスの利用資格を取

消し、又は楽天 Edy サービスを全面的に終了することがあることをあらかじめ了承し

ます。この場合、本条第２項を準用します。なお、楽天 Edy サービスが全面的に終了

した場合には、本規約第１8 条に従って終了時の措置をとることとします。 

 

第１３条（Ｅｄｙによる販売の買取金額の確定および支払い） 

１．包括代理人と当社の間でのＥｄｙによる販売に関する買取金額は、包括代理人および

店子がＥｄｙ端末を使用し、第１４条（買取代金の支払の取消し）の場合を除き、包

括代理人および店子が利用者から受領した、包括代理人および店子のＥｄｙ端末に集

積されたＥｄｙを、当社の定める通信手段・手順等により包括代理人が自らおよび店

子を代理して当社への移転を完了させた時点で、確定するものとします。 

２. 当社は、前項で確定した買取金額から次条の手数料を控除した額を包括代理人に支払

うものとし、包括代理人は自らおよび店子を代理してこれを受領し、包括代理人の責

任と費用により店子に分配します。万一、店子への分配がなされなかったとしても、

それにより当社は何らの責任を負担しないものとし、包括代理人はこれによって当社

に生じた一切の損害を賠償しなければならないものとします。 

３．包括代理人は、前項の当社に対する債権を第三者に譲渡または担保に供してはならな

いものとします。 

４．当社は、包括代理人の店子の代理権に疑義がある場合には、包括代理人に対する支払

いを保留することができ、包括代理人および店子はこれに異議を述べないものとしま

す。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないも

のとします。また、包括代理人および店子は、当該代理権にかかる資料の提示・提出
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等、当社の調査に協力するものとします。 

 

第１４条（手数料の支払い） 

包括代理人は、Ｅｄｙによる販売額に対して当社所定の手数料率を乗じて算定した金額を

手数料として当社に支払うものとします。但し、楽天Edy株式会社及びバリュー発行会社等

の規則等の変更、関連法令の変更または金利変動等の金融情勢の変化その他相当の事由が

ある場合には、当社は、包括代理人に対する通知により、手数料率を合理的範囲で改定す

ることができるものとします。 

 

第１５条（買取代金の支払の取消し） 

１．包括代理人および店子は、次のいずれかに該当した場合、当社は当該買取代金の支払

の義務を負わないものとします。 

(１)偽造、変造その他不正使用のＥｄｙ又はその疑いがあるとき 

(２)第９条（Ｅｄｙによる販売）に違反してＥｄｙによる販売を行ったとき 

(３)第１３条（Ｅｄｙによる販売の買取金額の確定および支払い）に基づく移転を行わな 

かったとき 

(４)包括代理人から送信されたデータの正当性に疑義があると当社が認めた場合で、正当 

性を証明できる資料の提出等、当社の調査依頼に協力しないとき 

(５)第６条（対象商品）第２項の利用者との紛議が解決されないとき 

(６)その他包括代理人および店子が本規約に違反したとき 

(７)包括代理人が店子の代理権を有していなかったとき 

(８)楽天Ｅｄｙ株式会社所定の事由に該当したとき 

２． 当社が、包括代理人に対し前項に該当するＥｄｙによる販売に係る当該買取代金を支

払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、遅延なく当社の指

定する方法により当社に当該代金を返還するものとします。なお、包括代理人が当該

代金を返還しない場合には、当社は次回以降支払となる包括代理人に対する全ての支

払金額（該当する店子が含まれているかは問わない）から当該代金を差し引くことが

できるものとします。これにより店子と紛議が生じた場合には、包括代理人の責任と

費用で対応するものとします。 

 

第１６条（委託の禁止） 

包括代理人および店子は、本規約書に関わる業務を第三者に委託してはならないものとし

ます。 

 

第１７条（契約の終了） 

１．当社および楽天Ｅｄｙ株式会社又は発行会社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その

他当社および楽天Ｅｄｙ株式会社又は発行会社の都合等により、Ｅｄｙカードおよび

Ｅｄｙの取扱を終了することがあり、この場合、当社は包括代理人に対して事前に通
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知することにより、本規約を終了させることができるものとします。本項による契約

終了により、包括代理人および店子に損害（逸失利益、機会損失を含む）が生じた場

合でも、当社および楽天Ｅｄｙ株式会社又は発行会社は一切責を負わないものとしま

す。 

２．包括代理人および店子が次のいずれかに該当し、楽天Ｅｄｙ会社又は発行会社が当社

に対し本規約に基づく包括代理人および店子の加盟を終了させるよう求めた場合、当

社は、本規約に基づく包括代理人および店子の加盟を終了させることができるものと

します。 

(１)包括代理人および店子又は包括代理人および店子の従業員等の故意又は過失により 

楽天Ｅｄｙ株式会社又は発行会社が損害を被った場合 

(２)本規約に違反した場合 

(３)楽天Ｅｄｙ株式会社又は発行会社との間の他の契約に包括代理人および店子が 

違反した場合 

(４)包括代理人および店子の信用状態に重大な変化が生じたと認められる客観的事態が 

発生した場合 

(５)第９条第３項に定める現金による精算の場合を除き、利用者に対して現金による払戻

しを行った場合 

(６)資金決済法において包括代理人が取り扱ってはならないと定められている公序良俗に

反する又は公序良俗に反するおそれのある商品等を包括代理人が取り扱っていると当

社が判断した場合 

(７)その他、当社が包括代理人を包括代理人として適当でないと判断した場合 

３. 包括代理人の加盟の終了のほか、当社と楽天 Edy 株式会社の間の代表包括代理人契約

が終了した場合には、当社から包括代理人に対して通知することにより、代表包括代

理人契約終了日をもって本規約にもとづく包括代理人の加盟は終了するものとします。 

４．本規約にもとづく包括代理人の加盟が終了した場合といえども、包括代理人と当社と

の間に未履行の債務がある場合には、包括代理人及び当社は本規約の定めに従い債務

を履行するものとします。 

 

第１８条（契約終了後の手続） 

前条により本規約が終了した場合、包括代理人および店子はその後利用者からＥｄｙを受

け入れる等一切のＥｄｙの取扱をしてはならず、又、以下の事項を遵守するものとします。 

(１)包括代理人および店子のＥｄｙ端末に存在するＥｄｙ全てを、１０日以内に当社へ買

取請求すること 

(２)当社の指示に従い、Ｅｄｙ端末、加盟店標識その他当社または当社の指定する業者か

ら貸与された一切の物品を直ちに貸主に返還すること 

(３)その他当社が別途指定する手続き 

 

第１９条（情報の提供） 
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１．包括代理人および店子は当社に対し、Ｅｄｙカード、ＥｄｙおよびＥｄｙシステムに

関するセキュリティ又は利用者の利用形態の調査等に関する、情報提供等について最

大限の協力をするものとし、当社、楽天Ｅｄｙ株式会社若しくは発行会社が合理的範

囲内で係る調査結果および情報を利用、公表すること、又は他の加盟店に必要な情報

を開示できることに同意するものとします。 

２．包括代理人および店子は前項に定める他、Ｅｄｙシステムの安全性の維持等当社が相

当と認める場合には必要な協力を行うものとします。 

３．包括代理人および店子は当社に届出た情報の内、代表者名を除いた情報に関し、楽天

Edy サービスの提供を目的とし当社より楽天 Edy 株式会社へ提供されることに同意す

るものとします。 

４．包括代理人および店子は、楽天 Edy 株式会社が決済サービス等を運営する上で取得し

た Edy 番号を用いた Edy システム上で実現される決済サービス等の履歴情報等が楽

天 Edy 株式会社に帰属することに同意し、楽天 Edy 株式会社がそれらの情報を利用す

ること及び他の事業者等に対してこれらの情報を開示できることに同意します。また、

包括代理人および店子は、包括代理人および店子が保有する利用者の購買履歴情報等

の利用者に関する情報であって Edy番号の記載を含む情報を第三者に提供してはなら

ないものとします。 

５．包括代理人および店子は、他社決済インフラサービス等を利用している場合には、楽

天 Edy 株式会社が Edy システムを運営するに当たり必要とする他社決済インフラサ

ービス等の稼働状況及び障害調査等に関する情報を、自己の責任において、当社及び

楽天 Edy 株式会社に対し報告しなければならないものとします。 

 

第２０条（対象店舗等における包括代理人および店子の責任） 

包括代理人および店子は、第 7 条第１項にもとづき届け出た対象店舗等における Edy シス

テムの導入、円滑な運営及び資金決済業務について責任をもつものとし、当該 Edy システ

ムの導入、円滑な運営及び資金決済業務について問題が生じた場合には、すべて自己の責

任と負担において、これを処理、解決するものとします。 

 

第２１条（届出事項の変更） 

１．包括代理人および店子は、加盟申込時に当社に届け出た包括代理人および店子及び本

店所在地、代表者、電話番号及び銀行口座等並びに業態、業種等に変更が生じた場合

には、当社所定の方法により当該変更事項について遅滞なく当社に届け出るものとし

ます。 

２．包括代理人および店子が前項の届出を怠ったことにより、当社からの通知若しくは送

付書類等が延着又は到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものと

みなされることを包括代理人および店子は異議なく承諾するものとします。 

 

第２２条（譲渡等の禁止） 
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１．包括代理人および店子は、本規約（本規約に基づき成立した契約をいいます。以下同

じ）に基づく自己の地位を第三者に譲渡することはできません。 

２．包括代理人および店子は、本規約に基づく取引から発生した当社に対する一切の債権、

債務を当社の書面による承諾なしに第三者に譲渡したり、質入れしたり、その他担保

として提供する等の処分をすることはできません。 

 

第２３条（損害賠償） 

包括代理人および店子が本規約に違反して本取扱いを行った等、包括代理人および店子の

責めに帰すべき事由により当社が損害を被った場合には、包括代理人および店子は当社に

対し当該損害を賠償する責を負うものとします。 

 

第２４条（本規約に定めのない事項） 

本規約に定めのない事項については、性質上適用または準用がないことが明白な場合を除

き、最新の「三井住友カード楽天Edy加盟店規約」の定めるところに準ずるとともに、包

括代理人および店子は「取扱要領」等当社からの通知に基づく取扱をするものとします。  

 

第２５条（Edy エリア情報及び Edy 領域内特定情報） 

１．楽天 Edy 株式会社は、Edy 番号を含む Edy 領域内特定情報及び Edy エリア情報を独占 

的に使用することができ、第三者にこれを使用させることができるものとします。 

２．楽天 Edy 株式会社は、Edy システムの利用及び利用者からの問合せ対応の目的で使用 

する場合に限り、包括代理人および店子に対し、自己が管理する Edy 番号の使用を認

めるものとします。なお、包括代理人および店子は、当該目的のために Edy 番号を使

用する際には、楽天 Edy 株式会社所定の定めに従いこれを使用しなければならないも

のとします。 

３．包括代理人および店子は、前項以外の目的で Edy 番号の使用を希望する場合には、別

途楽天 Edy 株式会社所定の契約を楽天 Edy 株式会社と締結しなければならないもの

とします。 

 

第２６条（有効期間） 

本規約に基づく加盟店の加盟有効期間は、当社が店子の加盟を承諾した日から１年間とし

ます。なお、期間満了の３ヶ月前までに当事者のいずれからも書面による異議の申し出の

ない限り、本規約に基づく加盟店の加盟有効期間は、有効期間の満了と同時に自動的に１

年間延長するものとし、以後も同様とします。 

 

第２７条（期限の利益の喪失） 

包括代理人は、第１7 条第 2 項の各号の一にでも該当する事由があるとき、又は第１7 条

第３項に基づき本規約が解約されたときは、当社に対して負担する一切の債務につき自動

的に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに当社に弁済しなければならない
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ものとします。 

 

第２８条（反社会的勢力の排除に関する特例） 

１．包括代理人、当社及び店子は、相手方に対し、自己並びに自己の役員及び従業員が、

現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから５年を経過しない者、暴力

団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集

団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として

指定する者、その他これに準ずる者（以下、総称して「暴力団員等」という）に該当

しないこと、及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわた

っても該当しないことを確約するものとします。 

(１)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

(２)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

(３)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

(４)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認

められる関係を有すること 

(５)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係

を有すること 

２．包括代理人、当社及び店子は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号

に該当する行為を行わせないことを確約するものとします。 

(１)暴力的な要求行為 

(２)法的な責任を超えた不当な要求行為 

(３)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(４)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業

務を妨害する行為 

(５)その他前各号に準ずる行為 

３．包括代理人、当社及び店子は、相手方が前各項の確約に反し、又は反していると合理

的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、本規約を将来に向けて

解約することができるものとします。なお、包括代理人、当社及び店子は、かかる合

理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何等説明し、又は開示する義務を

負わないものとし、本規約の解約に起因し、又は関連して相手方に損害が生じた場合

であっても、何等責任を負うものではないことを確約するものとします。 

 

第２９条（合意管轄裁判所） 

本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一

審の専属的合意管轄裁判所とします。 
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第３０条（準拠法） 

本規約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。 

 

 

＜加盟店情報の取扱いに関する同意条項＞ 

 

＜本同意条項は三井住友カード楽天 Edy 包括代理加盟店規約の一部を構成します＞ 

 

 

第１条（加盟店情報の取得・保有・利用） 

１．包括代理人および店子（代表者個人を含み、以下本条から第５条まで同じ。但し、文

脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人は除く）は、当

社が包括代理人および店子との取引に関する審査（以下「加盟審査」という）、加盟後

の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査、当社の業務、当社

の事業にかかる商品開発もしくは市場調査のために、包括代理人および店子にかかる

次の情報（以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という）を当社が適当と認

める保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意するものとしま

す。また、包括代理人および店子は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加

盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引

継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとします。 

(１)包括代理人および店子の商号（名称）、所在地、電子メールアドレス（当社に届け出て

いる場合）、郵便番号、電話（ＦＡＸ）番号、ＵＲＬ、代表者の氏名、性別、住所、生

年月日、自宅電話番号等、包括代理人および店子が加盟申込時および変更届出時に当

社に届出た包括代理人および店子の情報  

(２)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日ならびに包括代理人および店子と当社

との取引に関する情報  

(３)包括代理人および店子の Edy カードの取扱状況に関する情報  

(４)当社が取得した包括代理人および店子の Edy カードの利用状況、支払状況、支払履歴

等に関する情報 

(５)包括代理人および店子の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報  

(６)当社が包括代理人および店子または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した

登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報 

(７)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている包括代理人および店子に関する情

報 

(８)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した包括代理人および店子に関する情報お

よび当該内容について当社が調査して得た情報 

(９)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他

の包括代理人および店子に関する信用情報  
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２．本条の定めは本規約終了後も有効とします。 

 

第２条（個人情報の開示・訂正・削除） 

１．包括代理人および店子の代表者は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定

めるところに従い、当社所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示す

るよう請求することができるものとします。 

なお、当社の開示請求の窓口は次の通りとします。    

＜お客さま相談室（責任者：お客さま相談室長）＞   

〒135-0061 東京都江東区豊洲 2-2-31 SMBC 豊洲ビル 電話番号 03-6636-8266 

２. 万一、当社が保有する加盟店情報が不正確または誤りであることが判明した場合には

当社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。  

 

第３条（本同意条項に不同意等の場合） 

包括代理人および店子は、包括代理人および店子が本規約に必要な記載事項（契約書面に

契約者が記載すべき事項）の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または

一部を承認できない場合は、当社が本規約を解除することがあることに同意するものとし

ます。但し、本条は、当社の本規約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではな

いものとします。 

 

第４条（本規約不成立時および本規約終了後の加盟店情報の利用） 

１．店子は本規約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加

盟申込をした事実、内容について当社が利用することに同意するものとします。  

２．包括代理人および店子は当社が、本規約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および

当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとしま

す。 

 

第５条（条項の変更の位置付け及び変更） 

本同意条項は包括代理人および店子に対する通知または当社が適当と認める方法で公表す 

ることにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。 

 

以上 

（２０２４年８月改定） 


